
 

 

 

平成２８年１２月２日 

生 活 文 化 局 

 

 

 「高等学校等就学支援金支給事務（都内私立学校）に係る特定個人情報保護評価書（案）」

に関する意見募集の実施について 

 

 平成２５年５月３１日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）による社

会保障・税番号制度導入に伴い、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づく就

学支援金の支給に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル（以

下「特定個人情報ファイル」という。）を保有することとしています。 

 番号法では、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該特定個人情報ファイルを保有する前

に、特定個人情報保護評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を求めることとされて

います。 

このたび、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づく就学支援金の支給事務

に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価書及び基礎項目評価書）（案）を作成しました。 

 本評価書（案）について、広く皆様からの御意見を募集します。 

 

 

記 

 

１ 資料入手方法 

(1) 東京都生活文化局ホームページからダウンロード 

   特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）（案）【PDF形式】 

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）【PDF形式】 

(2) 窓口での閲覧 

   東京都庁第一本庁舎３階北側都民情報ルーム 

   （東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎３階北側） 

 

２ 御意見の募集 

(1) 募集内容 

   「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づく就学支援金の支給事務に係

る特定個人情報保護評価書（全項目評価書及び基礎項目評価書）（案）に関すること 

(2) 募集期間 

   平成２８年１２月２日（金曜日）から同月３１日（土曜日）まで（必着） 

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku/


 

 

(3) 募集方法 

  ア 郵送の場合 

    別紙「意見提出用紙」【PDF 形式／Word 形式】に(4)の必要事項を記載の上、以下

の郵送先へ郵送してください。 

＜郵送先＞ 

〒１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎１７階北側 

東京都生活文化局私学部私学振興課企画振興担当 

  イ 電子メールの場合 

    電子メール本文に(4)の必要事項を記載の上、以下の電子メール送付先へ送付して

ください。Word等の電子ファイルの添付は御遠慮ください。 

＜電子メール送付先＞ 

S0000035@section.metro.tokyo.jp 

（最初の「S」の後ろの「0000035」は、全て数字です。） 

東京都生活文化局私学部私学振興課企画振興担当 

    ※ 必ず件名に「「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づく就学支援

金の支給事務に係る特定個人情報保護評価書（案）に関することへの意見」と

記載してください。 

  ウ ファクシミリの場合 

    別紙「意見提出用紙」【PDF 形式／Word 形式】に(4)の必要事項を記載の上、以下

のファクシミリ送付先へ送付してください。 

＜ファクシミリ送付先＞ 

０３－５３８８－１３３６ 

東京都生活文化局私学部私学振興課企画振興担当 

(4) 記載事項 

   以下の必要事項について記載してください。 

   特に電子メールによる場合には、記載漏れのないようお願いします。 

   ＜必要事項＞ 

    ①評価書名 ②意見募集期間 ③氏名（名称） ④住所（所在地） 

    ⑤御意見【該当箇所・意見内容・理由】 

(5) 留意事項 

  ア 御意見は日本語で記載してください。 

イ 氏名（名称）及び住所（所在地）は、必ず明記してください。 

ウ 電話による御意見の受け付けは行いません。 

エ お寄せいただいた御意見は、氏名（名称）、住所（所在地）等を除き公表する場合

があります。 

オ 個別回答は行いませんので、あらかじめ御承知おきください。 



 

 

３ 参考資料 

 (1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（特定個

人情報保護委員会ホームページ） 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/260717bangouhou.pdf 

 (2) 特定個人情報保護評価に関する規則（特定個人情報保護委員会ホームページ） 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/kisoku.pdf 

 (3) 特定個人情報保護評価指針（特定個人情報保護委員会ホームページ） 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/shishin.pdf 

 (4) 特定個人情報保護評価について（概要版）（特定個人情報保護委員会ホームページ） 

   http://www.ppc.go.jp/files/pdf/gaiyou.pdf 

 

４ 参考ウェブサイト 

 (1) 社会保障・税番号制度（内閣官房ホームページ） 

   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/seirei/index.html 

 (2) 特定個人情報保護評価（特定個人情報保護委員会ホームページ） 

   http://www.ppc.go.jp/enforcement/assessment/ 

 

＜問合せ先＞ 

東京都生活文化局私学部私学振興課 

 電    話：０３－５３８８－３１８１ 

 ファクシミリ：０３－５３８８－１３３６ 

 電子メール：S0000035@section.metro.tokyo.jp 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/260717bangouhou.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/kisoku.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/shishin.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/gaiyou.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/seirei/index.html
http://www.ppc.go.jp/enforcement/assessment/

